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 会計年度任用職員とは、臨時・非常勤職員の任用根拠の明確化や勤務条件等の改善を目的

として、地方公務員法等の改正に伴い令和２年４月１日より創設された一般職の非常勤職員

です。 

 令和７年４月以降に公募により任用予定の袖ケ浦市（教育委員会等の各行政委員会を含み

ます。）の会計年度任用職員について、以下のとおり採用選考への申込を受け付けます。 

 袖ケ浦市のために、ぜひ、あなたの力を発揮してください。意欲、興味のある方からの申

込をお待ちしております。 

 

会計年度任用職員とは 

  

地方公務員法第２２条の２第１項に規定される一般職の非常勤職員であり、１会計年度

（４月１日から翌年３月３１日まで）以内の任期で任用します。 

 １週間の勤務時間により、フルタイム会計年度任用職員（以下「フルタイム」）とパート

タイム会計年度任用職員（以下「パートタイム」）に区分されます。 

 １週間の勤務時間が常勤職員と同じ３８時間４５分の場合はフルタイム、１週間の勤務時

間が３８時間４５分未満の場合はパートタイムとなります。 

 

必要書類の提出 

 

・袖ケ浦市では、部署ごと年度ごとに会計年度任用職員の募集人数や募集条件等を設定して

います。会計年度任用職員として袖ケ浦市で勤務を希望される方は、３頁「６ 募集職種」

の別表１、２に記載された担当部署（第１希望として記載した職種の書類提出先）に、次

の書類を持参又は郵送で提出してください。 

・採用選考にあたり提出された書類は一切返却いたしませんので、予めご了承ください。ま

た、提出された書類及び採用選考時に取得した個人情報は厳重に管理し、採用選考及び採

用事務以外の目的には一切使用しません。 

●『袖ケ浦市会計年度任用職員採用選考申込書兼採用候補者名簿登録書』 

（以下「申込書兼登録書」） 

・必要事項を記入し、顔写真を貼付してください。 

・希望する職種を第３希望まで記入の上、申込書兼登録書を作成してください。 

・別表には、各職種の中でさらに募集番号を設けておりますので、希望する募集番号

についても必ず申込書兼登録書に記入してください。（１職種につき３つまで） 

 

令和７年度 袖ケ浦市会計年度任用職員 

採用選考案内 

１ 

２ 
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ただし、あくまでも希望する働き方を確認させていただくものであって、記入され

た職種での採用を確約するものではありませんので、ご了承ください。 

・以前に申込書兼登録書を提出された方で、特段記載内容に問題がなかった方につい

ては、すでに『袖ケ浦市会計年度任用職員採用候補者名簿』（以下「候補者名簿」）

に登載しており、改めて申込書兼登録書を提出する必要はありません。 

 なお、内容や希望職職種を変更するため再提出を希望する場合には職員課給与厚生

班へご相談ください。 

●その他職種により必要な書類 

専門の資格等を募集要件としている職種については、資格の取得状況等を証明する書

類の提出が必要です。詳しくは別表２の「必要な資格等」の欄をご確認の上、担当部署

にお問い合わせください。 

●電子申請 

お手持ちのスマートフォンやパソコンを使用した応募も可能です。 

下記フォームよりお申し込みください。 

https://logoform.jp/form/tSXa/438307 

 

※専門の資格等を募集要件としている職種は改めて資格の取得状況等を証明する書類

を提出してください。 

 

書類受付期間（優先受付期間） 

  

令和７年１月１４日（火）～令和７年２月７日（金） 

申込書兼登録書は持参又は郵送で提出してください。郵送の場合は２月７日到着分まで受

け付けます。 

上記期間後も提出書類の受付は継続いたしますが、令和７年度任用者の選考は上記期間内

又は令和６年度分以前の公募の際に申込書兼登録書を提出された方から優先的に行います。 

なお、現在掲載されている募集職種については、応募者多数の場合等には採用選考を順次

終了することがあります。 

 

採用選考方法 

 

 （１） １次選考 

提出された申込書兼登録書の内容について順次書類選考を行い、名簿へ登載します。 

 

 

３ 

４ 
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 （２） ２次選考 

採用の必要が生じた場合に、名簿に登載された方の中から、必要に応じて面接や小論

文等を行った上で、採用します。 

面接等は、募集を行う職種ごとに担当部署が実施します。具体的な日程等については、

対象者に担当部署から個別にご連絡いたします。 

また、申込書兼登録書に記入された希望職種の担当部署以外からも、採用選考に関す

る連絡を行う可能性がありますので、ご了承ください。 

 

名簿登載期間 

  

名簿登載日～令和１２年３月３１日 ※令和１１年度末まで名簿に登載 

上記期間内に名簿からの削除を希望する場合は、書類を提出した担当部署へご連絡下さい。 

上記期間内に名簿へ登載された方は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの

期間中に、担当部署から採用選考に関する連絡を行う可能性があります。 

 

募集職種 

  

別表１「事務補助」及び別表２「事務補助以外の職」に記載のとおり募集します。 

 職種により、書類提出先及び採用選考を行う担当部署が異なりますのでご注意ください。 

 各職種の中で、さらに募集番号を設けておりますので、申込書兼登録書には希望する職種

及び募集番号を必ず記入してください。 

 なお、保育部門（保育幼稚園課、公立保育所、そでがうらこども館）、学校教育部門（小

中学校等）の会計年度任用職員については、別に募集しておりますので、それぞれ担当課の

採用選考案内及びホームページをご覧ください。 

 

応募資格 

  

職種ごとの募集要件（別表１、２参照）を満たす方で、以下のいずれにも該当しない方が、

採用選考に申込を行うことができます。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

（２）袖ケ浦市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

５ 

６ 

７ 
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任用期間・勤務時間 

 

１会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）以内の期間で任用します。 

基本となる任用期間・勤務時間は別表１、２に記載のとおりですが、具体的な勤務条件は、

任用する職の必要性等により異なりますので、申込書兼登録書の希望を基に任用前に調整の

上、決定いたします。 

 

給与・休暇制度等 

 

（１）給料、報酬 

・給料・報酬の水準は、別表１、２に記載のとおりです（袖ケ浦市での会計年度任用職員

としての勤務経験により加算される場合があります）。 

・フルタイムの方への給料の支給は勤務した月の当月２１日に、パートタイムの方への報

酬の支給は勤務した月の翌月２１日に、本人名義の金融機関口座への振込となります。 

（２）地域手当 

 ・フルタイムの方には、給料月額に１１．９％を乗じた額の地域手当が支給されます。 

  なお、パートタイムの方については、報酬の水準に地域手当を加味しております。 

（３）通勤手当 

 ・規則に基づき、通勤費用相当分の通勤手当または費用弁償が支給されます。 

（４）諸手当 

・時間外勤務手当や休日勤務手当等、勤務実績により支給する手当（相当報酬を含む）は、

勤務した月の翌月２１日に振込となります。 

（５）期末手当・勤勉手当 

・期末手当・勤勉手当の支給は、フルタイム・パートタイムとも、６月１５日及び１２月

１５日に本人名義の金融機関口座への振込となります。 

なお、期末手当・勤勉手当は一定の勤務条件を満たした場合に限り支給されます。 

（６）休暇制度 

・採用時に、任用期間や勤務時間に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。 

・その他の休暇（夏季休暇、忌引、結婚等）についても、規則に応じて付与されます。 

（７）社会保険及び労働保険 

・地方公務員等共済組合法、健康保険法、厚生年金保険法、地方公務員災害補償法、労働

者災害補償保険法、退職手当制度及び雇用保険法の定めるところにより、加入要件を満

たす場合にはそれぞれ加入することとなります。 

・フルタイムで６か月を超えて継続勤務すると、雇用保険の被保険者資格を喪失し、退職

手当制度が適用され、勤務状況に応じて千葉県市町村総合事務組合を通じて退職手当が

支給されます。 

（８）駐車場使用料 

・１週間当たりの正規の勤務時間が１５．５時間以上で自動車で通勤される方については

１箇月あたり９００円の駐車場使用料を給与から徴収します。 

８ 

９ 
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（９）服務関係 

・任期、勤務日数、勤務時間の長短や前職の勤務実績の有無等にかかわらず、任用された

日から１箇月は条件付採用となります。任用された日から１箇月間の勤務日数が１５日

に満たない場合には、その日数が１５日に達するまで（最長で任期の末日まで）条件付

採用期間が延長されます。 

 なお、再度任用の場合も、その都度、条件付採用期間が設定されます。 

 条件付採用期間中は、分限・懲戒処分の手続き等に関する規定が適用除外となります。 

・任期の定めのない常勤職員と同様に、地方公務員法上の服務に関する規定（職務専念義

務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治的行為の制限等）が適用されます。 

・任期中、服務規律に違反した場合、勤務実績が不良の場合等には、分限処分や懲戒処分

等の対象となります。 

 

再度の任用 

 

任期の満了をもって退職となりますが、翌年度以降も職が存続する場合、ご本人の意向及

び所属長の評価結果に基づき、公募によらず再度任用される場合があります（連続４回まで）。 

ただし、職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職そのものが廃止になるときは、

再度の任用は行いません。 
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【会計年度任用職員制度全般に関する問合せ】 

 〒２９９－０２９２ 

  千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

  袖ケ浦市役所 総務部職員課給与厚生班 

   TEL ０４３８－５３－８５８２（直通）／218～219（内線） 

   FAX ０４３８－６２－５９１６ 

 

【職種ごとの業務内容、提出書類及び選考に関する問合せ】 

   TEL ０４３８－６２－２１１１（代表） 

     （電話交換で「会計年度任用職員の件で」「○○課へ」とお伝え下さい。） 

      または 別表１、２に記載の各担当部署の直通番号 

問合せ及び書類提出先 


